
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

・工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和５年５月３１日から５年７月１０日に変更・延期日数４０日間） 

契約変更理由

　開始時期が遅れた。

2)現地詳細調査の結果、追加工事として改修を要する不良部位が多数あり、

　この作業等に時間が必要となった為。

1)本住宅に併存する店舗借家人との工事調整に不測の日数を要し、工事

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 新生田川住宅17号棟外壁改修他工事　設計変更


